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市町村地域福祉計画策定状況等の調査結果概要 

（平成２６年３月３１日時点） 

 

【市町村地域福祉計画策定・改定状況について】 

○回答のあった全１，７４２市町村の策定状況については、「策定済み」が１，１４９市町

村（６６．０％）となり、平成２５年３月３１日時点の調査結果と比較すると３８市町

村増加した。 

○このうち、市区部・町村部別策定状況については、市区部では、「策定済み」が８５．０％

になったが、町村部では４９．３％に留まっており約１．７倍の開きがある。 

○策定済み１，１４９市町村の改定状況については「改定済み」が６１６市町村（５３．

６％）となり、半数以上が改定を行っている。また前年度調査結果と比較すると、「改定

済み」が４９市町村増加した。 

○「策定未定」としている市町村のうち６０．３％は「策定する方針はあるがいつから取

りかかるかは未定」としており、「策定未定の理由」としては「人材・財源等、策定体制

の不備・不足」が一番多かった。 

○市町村が策定又は改定のために必要としている事項は、「既に策定（改定）した自治体の

ノウハウの提供」であった。 

 

【要援護者支援方策の盛り込み状況について】 

○地域福祉計画策定済み１，１４９市町村のうち要援護者支援方策を「具体的に盛り込ん

でいる」、「災害時のみ記載している」、「記載しているが具体的でない」と回答した市町

村の合計が９４５市町村（８２．２％）となった。 

○要援護者支援方策を「盛り込んでいない」１３０市町村の６２．１％が「今後も盛り込

むか未定」としているが、その理由として最も多かったのは「他の計画・方策で対応し

ているから」であった。 

 

【都道府県地域福祉支援計画の策定状況等について】 

○「策定済み」都道府県は、前年度調査と同数の４１都道府県となった。 

○都道府県間における市町村地域福祉計画の策定率の差は最大約３．５倍となっており、

大きな差が生じている。 

○管内市町村の地域福祉計画策定状況が「順調である」又は「おおむね順調である」と回

答した都道県は２６都道府県（５５．３％）であり、前年度調査と同数である。 

○管内市町村の地域福祉計画策定状況が「低調である」とした都道府県の理由は「人材・

財源の確保が困難」が最も多く、次いで「他業務が優先される」、「策定義務がない」が

挙がっている。 

○都道府県から市町村に対する今後の支援策として最も多く挙げられたのは「定期的な情

報発信の実施」であり、次いで、「先進事例集の作成、情報提供」であった。 

 

資料１ 
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市町村地域福祉計画策定状況等調査結果 

平成２６年３月３１日時点調査 

 

Ⅰ 市町村地域福祉計画策定状況等調査 

 １ 市町村地域福祉計画策定状況 

 ２ 市区部・町村部別の策定状況 

 ３ 人口規模別の策定状況 

 ４ 市町村地域福祉計画の策定効果（複数回答） 

 ５ 市町村地域福祉計画の内容（複数回答） 

 ６ 策定の際に工夫したこと（自由回答） 

 ７ 市町村地域福祉計画の改定状況 

 ８ 改定の際に要点となった事項及び新たに盛り込まれた事項 

 ９ 改定までの期間と改定回数 

 １０ 策定未定市町村の策定方針 

 １１ 策定未定市町村の策定未定理由（複数回答） 

 １２ 市町村が計画策定及び改定のために必要としている事項（複数回答） 

 １３ 地域福祉計画評価等のための委員会設置状況と開催頻度 

 １４ 地域福祉計画における要援護者支援方策盛り込み状況 

 １５ 今後の要援護者支援方策盛り込み予定 

 １６ 要援護者支援方策を盛り込む紙定又は盛り込まない理由 

 

【調査の概要】 

 ○調査対象 １，７４２市町村 

 ○回答数 １，７４２市町村（回収率１００％） 

 ○調査時点 平成２６年３月３１日現在 
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Ⅰ－１．市町村地域福祉計画の策定状況 

○「策定済み」市町村は平成２５年３月３１日時点調査と比較して３８市町村（２．２ポ

イント）増加して６６．０％となった。 

 

市町村（東京都特別区を含む）の地域福祉計画策定状況 

 

 

Ⅰ－２．市区別・町村部別の策定状況 

○「策定済み」回答の割合は、平成２５年３月３１日時点調査と比較して市区部は１．６

４ポイント、町村部は２．６ポイント増加している。 

○一方で、市区部と町村部の策定率には依然として約１．７倍の開きがある。「策定未定」

回答は市区部で９．７％、町村部で３９．２％となっており差が大きい。 

 

 

1111(63.8%)

1149(66.0%)

142
(8.2%)

150
(8.6%)

489(28.1%)

443(25.4%)

平成２５年３月３１日時点

（市町村数1,742）

平成２６年３月３１日時点

（市町村数1,742）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

策定済み 策定予定 策定未定

677（83.4%）

691（85.0%）

434（46.7%）

458（49.3%）

49
（6.0%）

43
（5.3%）

93
（10.0%）

107
（11.5%）

86
（10.6%）

79
（9.7%）

403（43.3%）

364（39.2%）

平成２５年３月３１日時点（８１２）

平成２６年３月３１日時点（８１３）

平成２５年３月３１日時点（９３０）

平成２６年３月３１日時点（９２９）

策定済み 策定予定 策定未定

町
村
部 

市
区
部 
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Ⅰ－３．人口規模別の策定状況 

○人口規模の大きな市町村ほど策定率が高い傾向にある。 

○一方で、人口１万人未満では、未策定率が４７．０％、１万人以上５万人未満では２５．

７％であり、人口５万人以上の市町村との策定率の差が大きくなっている。 

 

 

 

11(100%)

23(95.8%)

91(91.9%)

143(91.7%)

235(85.8%)

433(62.5%)

213(44.0%)

3
(3.0%)

4
(2.6%)

17
(6.2%)

82(11.8%)

44(9.1%)

1
(4.2%)

5
(5.1%)

9
(5.8%)

22
(8.0%)

178(25.7%)

228(47.0%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１００万人以上

５０万人以上～１００万人未満

２０万人以上～５０万人未満

１０万人以上～２０万人未満

５万人以上～１０万人未満

１万以上～５万人未満

１万人未満

策定済み 策定予定 策定未定
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Ⅰ－４．市町村地域福祉計画の策定効果（複数回答） 

○策定効果があった事項について、最も回答が多かったのは「地域の要望や課題が明らか

になった」であり、次いで「地域福祉関連活動・事業の推進につながった」、「住民・行

政等の役割が明らかになった」の順となっている。 

 

策定済み１，１４９市町村（東京都特別区を含む）の回答 

 

  

773
(67.2%) 700

(60.9%) 624
(54.3%) 

597
(51.9%) 491

(42.7%) 410
(35.7%) 
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(4.5%) 31 
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Ⅰ－５．市町村地域福祉計画の内容（複数回答） 

○策定済みの１，１４９市町村における計画の内容は以下のとおりとなっている。 

【地域における福祉サービスの適切な利用の促進に関する事項】 

 

策定済み１，１４９市町村の回答 

 

 

【地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項】 

 

策定済み１，１４９市町村の回答 

 

197(17.1%)

367(31.9%)

534(46.4%)

643(55.9%)

677(58.9%)

719(62.5%)

1004(87.3%)

0 200 400 600 800 1000 1200

福祉サービス確保の緊

急性や目標量の設定

サービス評価やサービス内容の開示等に

よる利用者の適切なサービス選択の確保

サービス利用に結びついて

いない要支援者への対応

利用者の権利擁護に関する仕組み等の整備

福祉サービス目標の提示

要支援者が必要なサービスを利

用できるための仕組みの確立

地域住民に対する相談支援体制の整備

293
(25.5%)

852
(74.1%)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

民間の新規事業の開発や

コーディネート機能への支援

福祉、保健、医療と生活に

関する他分野との連携方策
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【地域福祉に関する活動への住民参加の促進に関する事項】 

 

策定済み１，１４９市町村の回答 

 

  

865(75.2%)

867(75.4%)

967
(84.1%)

800 820 840 860 880 900 920 940 960 980

住民等による問題関心の共有化への動機付けと

意識の向上、地域福祉推進への主体的参加の促進

地域福祉を推進する人材の養成

地域住民、ボランティア団体、

NPO法人等の社会福祉活動支援
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Ⅰ－６．策定の際に工夫したこと（自由回答） 

○自由記述回答の内容を分類したところ、住民や地域団体からの意見を集約したり、策定

体制に工夫をしている市町村が多くあった。 

 

策定済み１，１４９市町村のうち、自由記述欄に記入のあった３８５市町村の回答（複数記述あり） 

 
 

1(0.3%)

1(0.3%)

1(0.3%)

1(0.3％)

9(2.3%)

3(0.8%)

4(1.0%)

15(3.9%)

52(13.5%)

118(30.6%)

39(10.1%)

84(21.8%)

6(1.6%)

15(3.9%)

51(13.2%)

62(16.1%)

114(29.6%)

155
(40.3%)

アウトリーチ手法を用いて地域福祉の課題を掘り起

こした。

子供の参加。子供の意見を取り入れる方向を出した

ことで、子供達のボランティア意識が高まった。

市民だれもが主体的に活動しやすくなるように生活

する上で身近に感じられる内容を意識しながら策定

満足度と重要度の相関図による分析を行い、計画策

定に活かした

推進管理体制を整備

アドバイザーの設置

計画の進行管理を実施

分野別に地域課題を検討

社会福祉協議会の地域福祉活動計画と一体的に策定

庁内関係課が連携し、総合的な計画推進体制を構築

策定委員の公募

策定委員会のメンバー構成を工夫

地域福祉に関するシンポジウムの開催

住民主体のワーキンググループの組織化

パブリックコメントの実施

地域団体、福祉事業者等関係団体へのヒアリング

住民アンケートの実施

地域懇談会・ワークショップの開催

住民や地域

団体からの

意見の集約

に関するこ

と

策定体制

に関する

こと

その他
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Ⅰ－７．市町村地域福祉計画の改定状況 

○「改定済み」回答は６１６市町村で、平成２５年３月３１日時点調査と比較して４９市

町村（２．６ポイント）増加している。 

 

地域福祉計画策定済み市町村（東京都特別区を含む）の改定状況） 

 

 

Ⅰ－８．改定の際に要点となった事項及び新たに盛り込まれた事項 

○市町村からの自由記述回答を分類したところ、「災害時要援護者支援方策」や「地域の要

援護者の支援方策」が多く挙げられた。 

 

改定済み６１６市町村のうち、自由記述欄に記入のあった２３８市町村の回答（複数記述あり） 

 

567(51.0%)

616(53.6%)

336(30.2%)

318(27.7%)

120
(10.8%)

127
(11.0%)

76
(6.8%)

53
(4.6%)

12
(1.1%)

35
(3.0%)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成２５年３月３１日時点

（策定済み１，１１１市町村）

平成２６年３月３１日時点

（策定済み１，１４９市町村）

改訂済み 改訂予定（時期確定） 改訂予定（時期未定） 改訂なし、予定なし 無回答

4(1.7%)

5(2.1 %)

6(2.5%)

7(2.9%)

9(3.8%)

11(4.6%)

18(7.6%)

41(17.2%)

71
(29.8%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

地域包括ケアの推進・整備

福祉専門職の配置

計画の進行管理や目標値の設定

生活困窮者支援方策

権利擁護

総合相談窓口の設置

自助・共助・公助の取組

地域の要援護者支援方策

災害時要援護者支援方策
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Ⅰ－９．改定までの期間と改定回数 

（地域福祉計画に係る社会福祉法の規定が施行された平成１５年４月以降の改定期間・回

数） 

○改定済み６１６市町村（東京都特別区を含む）のうち、７５．５％が改定までの期間を

「５年」と回答している。 

○改定済みの市町村のうち、８０．８％が改定回数を「１回」としている。 

 

最初の策定から改定までの期間 

 
 

改定回数 

 

５年未満, 59
(9.6%)

５年, 465
(75.5%)

６年以

上, 82
(13.3%)

期間の定めな

し, 2
(0.3%)

無回答, 8(1.3%)

1回
498

80.8%

2回
102

16.6%

3回以上

13
2.1%

未改定

3
0.5%
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Ⅰ－１０．策定未定市町村の策定方針 

○策定未定市町村のうち、６０．３％の市町村が「策定方針はあるが、いつから取りかか

るかは未定」と回答している。 

 

策定未定４４３市町村（東京都特別区を含む）の回答 

 

 

Ⅰ－１１．策定未定市町村の策定未定理由（複数回答） 

○策定未定の理由として最も多く挙がった回答は、「人材・財源等、策定体制の不備・不足」

であり、次いで「他の行政計画により代用」となっている。 

 

策定未定４４３市町村（東京都特別区を含む）の回答 

 

 

策定する方

針はある

が、いつか

ら取りかか

るかは未定

267
60.3%

策定する方

針がまった

くない

165
37.2%

無回答

11
2.5%

254
(57.3%) 230

(51.9%) 159
(35.9%)

153
(34.5%)

45(10.2%) 24(5.4%)0
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Ⅰ－１２．市町村が計画策定及び改定のために必要としている事項（複数回答） 

○「特に必要」「必要」ともに一番多かった回答は「既に策定（改定）した自治体のノウハ

ウの提供」となっている。 

 

策定予定、策定未定及び策定後未改定１，１２７市町村（東京都特別区を含む）の回答 

 
  

304
(27.0%)

64(5.7%)
99

(8.8%) 81(7.2%)
29(2.6%)

443
(39.3%)

344
(30.6%)

430
(38.2%)

298
(26.5%)

50(4.4%)
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Ⅰ－１３．地域福祉計画評価等のための委員会設置状況と開催頻度 

○計画評価等のための委員会を「設置している」市町村が３２．９％ある一方で、「設置し

ていない」と回答した市町村が５０．４％となっている。 

○計画評価等のための委員会の開催頻度は、「年１回」が５４．０％、次いで「半年に１回」

が２３．５％となっている。 

 

委員会の設置状況              委員会の開催状況 

策定済み１，１４９市町村（東京都特別区を含む）の回答                  委員会を設置している３７８市町村 

   

 

Ⅰ－１４．地域福祉計画における要援護者支援方策盛り込み状況 

○地域福祉計画策定済み１，１４９市町村のうち、要援護者支援方策を「具体的に盛り込

んでいる」「災害時のみ記載している」「記載しているが具体的でない」と回答した市町

村が８２．２％あり、前年度調査から３．３ポイント増加した。 

○一方で、「具体的に盛り込まれている」と回答した市町村は４４．７％と前年度より５．

０ポイント減少している。 

 

設置して

いる, 378
(32.9%)

設置して

いない, 
579

(50.4％)

その他, 
99

(8.6%)

無回答, 
93(8.1%)

年１回, 
204

(54.0%)半年１

回, 89
(23.5%)

隔月１

回, 1
(0.3%)

月１回, 
1(0.3%)

その他, 
76

(20.1%)

無回答, 
7(1.9%)

552(49.7%)

514(44.7%)

79
(7.1%)

91
(7.9%)

245(22.1%)

340(29.6%)

193
(17.4%)

130
(11.3%)

33
(3.0%)

36
(3.1%)

9
(0.8%)

38
(3.3%)

平成２５年３月３１日時点

（策定済み１，１１１市町村）

平成２６年３月３１日時点

（策定済み１，１４９市町村）

要援護者の支援方策が、具体的に盛り込まれている

災害時のみ記載している

記載しているが、具体的ではない

盛り込んでいない

その他

無回答
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Ⅰ－１５．今後の要援護者支援方策の盛り込み予定 

○要援護者支援方策を具体的に盛り込んでいない６３６市町村の６２．１％が、「今後要援

護支援方策を盛り込むか未定」と回答している。 

 

「要援護者支援方策を盛り込んでいない」６３６市町村の回答 

 

 

Ⅰ－１６．要援護者支援方策を盛り込むか未定又は盛り込まない理由 

○今後「要援護者支援方策を盛り込むか未定」又は「盛り込まない」理由として最も多か

ったのは「他の計画・方策で対応」であり、次いで「未検討・未定」となっている。 

 

策定済み１，１４９市町村のうち「要援護者支援方策を具体的に盛り込んでいる」以外の回答をした市町村

で、「要援護者支援方策を盛り込むか未定」又は「盛り込まない」とした４５９市町村（東京都特別区を含む）

の回答 

 

133
20.9%

395
62.1%

64
10.1%

44
6.9%

今後支援方策を盛り込む

盛り込むか未定

盛り込まない

無回答

206(44.9%)

137(29.8%)

88(19.2%)

28(6.1%)

0
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そ
の
他



15 
 

Ⅱ．都道府県地域福祉支援計画策定状況等調査 

 １ 都道府県地域福祉支援計画の策定状況及び策定未定都道府県の策定方針 

 ２ 都道府県別市町村地域福祉計画の策定状況  

 ３ 管内市町村の策定状況及び低調である理由 

 ４ 管内市町村への助言・支援の実施状況及び今後の方針 

 ５ 地域福祉計画策定推進のための数値目標設定状況 

 ６ 都道府県から市町村に対する今後の支援策（複数回答） 

 

【調査の概要】 

○ 調査対象 ４７都道府県 

○ 回答数 ４７都道府県（回答率１００％） 

○ 調査時点 平成２６年度３月３１日現在 

 

Ⅱ－１．都道府県地域福祉支援計画の策定状況及び策定未定都道府県の策定方針 

○「策定済み」回答のあった都道府県は４１都道府県で昨年度と同数である。回答した５

県のうちの４県は「策定する方針がまったくない」としている。 

 

 

 

「策定未定」の５都道府県の策定方針 

 

41(87.2%)

41(87.2%)

1
(2.1%)

1
(2.1%)

5(10.6%)

5(10.6%)

平成25年3月31日時点

（47都道府県）

平成26年3月31日時点

（47都道府県）

策定済み 策定予定 策定未定

策定する方針はあ

るが、いつから取

りかかるかは未定

1

策定する方針

がまったくない

4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計
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Ⅱ－２．都道府県別市町村地域福祉計画の策定状況 

○市町村地域福祉計画の都道府県間における策定状況には、最大約３．５倍の開きが生じ

ている。 

 

４７都道府県の回答 
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Ⅱ－３．管内市町村の策定状況及び低調である理由 

○管内市町村の計画策定について、「順調である」及び「おおむね順調である」の回答は昨

年度とほぼ同じである。 

○一方で、「低調である」理由について、「人材・財源の確保が困難」、「他業務が優先され

る」、「策定義務がない」等の回答が挙がっている。 

 

 

 

 

「低調である」と回答した 20都道府県の回答 

 
 

8(17.0%)

9(19.1%)

18(38.3%)

17(36.2%)

20(46.2%)

20(46.2%)

1
(2.1%)

1
(2.1%)

平成25年3月31日時点

（47都道府県）

平成26年3月31日時点

（47都道府県）

順調である おおむね順調である 低調である 無回答

18
(36.7%)

13
(26.5%)

13
(26.5%)

5
(10.2%)

主な低調である理由

（複数回答）

人材・財源の確保が困難 他業務が優先される 策定義務がない その他
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Ⅱ－４．管内市町村への助言・支援の実施状況及び今後の方針 

○「市町村地域福祉計画の策定について」（平成１９年８月１０日付社会・援護局通知）を

受けて、９１．５％の都道府県が管内市町村へ「地域福祉計画策定のための助言・支援

を行った」と回答している。 

○また、今後の方針として９５．７％の都道府県が「助言・支援していく」と回答してい

る。 

 

４７都道府県  

管内市町村への助言・支援の実施状況          

 

 

今後の方針 

 

43
91.5%

4
8.5%

【「助言・支援を特に行っていない」理由】

特段の支援は行っていないが、要援護者支援に係る個別の相談等には応じている。

行った 特に行っていない

44
93.6%

2
4.3%

1
2.1%

【助言・支援はしない理由】

地域福祉の現場や県民の意見を積極的に取り入れ、各地域の実情に合わせた地域福祉の促進

を図っているため。
助言・支援していく 助言・支援はしない 無回答
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Ⅱ－５．地域福祉計画策定推進のための数値目標設定状況 

○管内市町村地域福祉計画の策定推進のため、１７都道府県が数値目標を定めている。 

○具体的な数値目標で一番多かった回答は「平成２７年度までに１００％」、次いで「平成

２６年度までに１００％」、「平成２９年度までに１００％」であった。 

○数値目標を掲げない主な理由として「地域福祉計画策定に法的義務づけがない」、「人員

や組織体系が未整備」、「各市町村の自主性に委ねている」 

 

数値目標設定 

 

 

具体的数値目標 

数値目標「あり」１７都道府県の回答 

 

  

策定率目標あり

17
42.5%

策定率目標なし

20
50.0%

無回答

3
7.5%

策定率が１００％でない４０都道府県の回答

（石川県、福井県、岐阜県、静岡県、大阪府、高知県、熊本県は策定率１００％）

平成 26 年度までに１００％ 3 

平成 27 年度までに１００％ 5 

平成 28 年度までに１００％ 2 

平成 29 年度までに１００％ 3 

その他 4 
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Ⅱ－６ 都道府県から市町村に対する今後の支援策（複数回答） 

○都道府県から市町村に対する今後の支援策として、「定期な情報発信の実施」、「先進事例

集の作成、情報提供」が多く回答された。 

 

 

４７都道府県の回答（複数回答可） 

 

 

地域福祉計画策定状況等調査結果を踏まえた今後の対応について 

 市町村地域福祉計画の策定は進みつつあるが、市区部と町村部、また、人口規模別の

策定率において大きな差が生じている。依然として、町村部を中心とした人口５万人

未満の小規模自治体に対する策定支援を検討する必要がある。 

 市町村地域福祉計画については、策定率１００％を達成した都道府県が７府県となり

大きく増加した一方で、５０％未満の策定率にとどまっている都道府県が１１県あり

格差が広がっている。全体の策定率の向上を目指してさらなる方策を検討する必要が

ある。 

 平成１９年に地域福祉計画に盛り込むべき事項として追加された要援護者支援方策と

ともに、新制度の施行を踏まえて平成２６年３月に追加された生活困窮者自立支援方

策についてもその推進を図る。 

 

 

26(55.3%) 
22(46.8%) 

18(38.3%) 

10(21.3%) 

4(8.5%) 
8(17.0%) 
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